
歩掛参考見積募集要領 

 

次のとおり歩掛参考見積を募集します。 

 

令和７年１０月２１日 

 

独立行政法人水資源機構 

吉野川下流総合管理所長  谷本 修 

 

１. 目 的 

この歩掛参考見積の募集は、旧吉野川河口堰等大規模地震対策事業で予定している工事

の積算の参考とするための施工歩掛等の見積を募集するものです。 

 

２. 参考見積書提出の資格 

（１） 水資源機構における令和７・８年度一般競争（指名競争）参加資格業者の認定を受け

ていることとします。 

（２） 営業に関し法律上必要とされる資格を有していることとします。 

（３） 水資源機構から「工事請負契約に係る指名停止等の措置要領」（平成6年 5月31日

付け 6 経契第 443 号）に基づき、吉野川水系関連区域において指名停止を受けていな

いこととします。 

 

３. 参考見積書の提出等 

参考見積書は、次に従い提出してください。 

（１） 参考見積書は、作業項目毎に必要な作業員、資機材の人数等を記載して提出して下さ

い。 

なお、参考見積書の様式は問いません。 
（２） 提出期間：令和７年１０月２１日(火) から令和７年１１月４日(火) まで 

（３） 提出先 

独立行政法人水資源機構 吉野川下流総合管理所長 谷本 修 宛 

【担当】工務課 奥井 

〒771-1347 徳島県板野郡上板町高瀬字宮ノ本250-22 

TEL 088-624-7733  FAX 088-624-7743 

（４）提出方法 

書面は持参、郵送、FAX又は電子メール(いずれの方法も社印があること)により

提出するものとします。 

ただし、社印は、「本件責任者及び担当者」の氏名及び連絡先の明記により省略

可能とします。 

なお、持参する場合は、上記期間の「行政機関の休日に関する法律」（昭和63年法律

第91号）第１条に規定する行政機関の休日（以下「行政機関の休日」という。）を除く

毎日９時から16時まで（12時から13時までを除く。） 

（５）見積有効期限 

令和８年３月３１日までとします。 

 

 

 

 



４. 参考見積内容 

（１） 別紙－１ 見積仕様書 
（２） 別紙－２ 見積記入様式（例） 

 

５. 募集要領に対する質問 

この募集要領に対する質問がある場合においては、次に従い、書面（様式は自由）により

提出してください。 

（１） 提出期限：令和７年１０月２７日(月)  

（２） 提出場所：３．（３）に同じ。 

（３） 提出方法：３．（４）に同じ。 

 

６. 質問に対する回答 

質問に対する回答書は、次のとおり閲覧に供します。 

（１） 閲覧期間：令和７年１０月３０日(木) から令和７年１１月４日(火) まで 

（２） 閲覧方法：ホームページに掲載します。 

 

７. 参考見積書作成及び提出に要する費用 

恐れ入りますが、参考見積提出者の負担とさせていただきます。 

 

８. ヒアリング 

提出していただいた参考見積書についてヒアリングを実施することがあります。 

 

９. その他 

この参考見積書をご提出いただいたことで、工事の指名又は競争参加資格をお約束す

るものではありません。 

ご提出いただいた参考見積書は、工事積算の目的以外には使用いたしません。 

以上 



（別紙－１） 

 

 

見積仕様書 

 

 

１． 概要 

この参考見積仕様書は、旧吉野川河口堰管理所管内の耐震補強工事の積算にあたり必要な施工単価等に

ついての見積依頼に適用するものであり、間接工事費等については、独立行政法人水資源機構(以下「機構」

という。)が定める「積算基準及び積算資料（土木工事編）」に基づくものとします。 

 

２． 積算体系 

本工事内容の構成は次の一般土木に準ずるものとします。今回の歩掛見積は次の直接工事費のうち、各

耐震補強工法に係る作業に従事する作業員、資機材の人数等を見積徴取するものです。作業員の職種と定

義については、「公共工事設計労務単価」によるものとします。 

 

※一般管理費等とは、工事施工にあたる企業の継続運営に必要な費用をいい、一般管理費及び付加利益

からなる。間接工事費は、①共通仮設費と②現場管理費からなり、①は運搬費、準備費、事業損失防止施

設費、安全費、役務費、技術管理費、営繕費からなる。②は、工事施工にあたって、工事を管理するために

必要な共通仮設費以外の経費とします。 

 

３． 見積様式 

見積様式は、自由です。見積の内訳は、別紙－２を参考にしてください。 

 

４． 見積内容 

 ・削孔箇所の補修費用（ＲＭＡ工法） 

  既設構造物（堰）の削孔箇所をＲＭＡにて補修するものとします。 

見積は、ＲＭＡ工法による削孔箇所の補修１ｍあたりに必要な歩掛及び材料費を計上してください。 

見積は、次の４通りを計上してください。 

 ・削孔径φ16  

 ・削孔径φ22  

 ・削孔径φ28  

 ・削孔径φ32  

 

５． 見積有効期限 

見積有効期限は、令和８年３月３１日までとしてください。 

以 上 



（別紙－２）

削孔箇所の補修費用（RMA工法）

削孔径φ16の補修（水平方向）

1ｍ当たり
名称 備考
土木一般世話役 人
特殊作業員 人
普通作業員 人
RMA無機系モルタルカプセル 本 ○○円／本
雑費及び消耗品 % ○○費の△％
合計

削孔径φ22の補修（水平方向）

1ｍ当たり
名称 備考
土木一般世話役 人
特殊作業員 人
普通作業員 人
RMA無機系モルタルカプセル 本 ○○円／本
雑費及び消耗品 % ○○費の△％
合計

削孔径φ28の補修（水平方向）

1ｍ当たり
名称 備考
土木一般世話役 人
特殊作業員 人
普通作業員 人
RMA無機系モルタルカプセル 本 ○○円／本
雑費及び消耗品 % ○○費の△％
合計

削孔径φ32の補修（水平方向）

1ｍ当たり
名称 備考
土木一般世話役 人
特殊作業員 人
普通作業員 人
RMA無機系モルタルカプセル 本 ○○円／本
雑費及び消耗品 % ○○費の△％
合計

１ｍあたりの補修に必要な歩掛及び材料費

歩掛

１ｍあたりの補修に必要な歩掛及び材料費

歩掛

歩掛

１ｍあたりの補修に必要な歩掛及び材料費

１ｍあたりの補修に必要な歩掛及び材料費

歩掛
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